
■

人

類

世

紀

の

大

事

業

　

�

年

�

月

�

日

に

設

立

総

会

が

開

か

れ

た

「

社

会

経

済

国

民

会

議

」

の

初

代

議

長

は

一

橋

大

学

名

誉

教

授

・

中

山

伊

知

郎

。

副

議

長

は

全

金

同

盟

組

合

長

・

天

池

清

次

、

東

京

大

学

名

誉

教

授

・

大

河

内

一

男

、

日

本

生

産

性

本

部

会

長

・

郷

司

浩

平

、

東

京

芝

浦

電

気

取

締

役

会

長

・

土

光

敏

夫

と

い

う

布

陣

だ

っ

た

。

そ

の

後

、

議

長

は

中

山

伊

知

郎

か

ら

大

河

内

一

男

（

２

代

）

、

東

京

大

学

名

誉

教

授

・

有

澤

廣

巳

（

３

代

）

と

い

ず

れ

も

当

代

最

高

峰

の

学

界

重

鎮

が

就

任

し

た

。

　

設

立

総

会

で

は

、

「

今

日

、

わ

が

国

が

当

面

し

て

い

る

最

大

の

国

民

的

課

題

は

、

福

祉

社

会

の

実

現

で

あ

り

、

そ

れ

は

人

類

世

紀

の

大

事

業

で

も

あ

る

」

で

始

ま

る

設

立

宣

言

を

採

択

。

労

・

使

、

学

識

経

験

者

、

そ

し

て

消

費

者

、

地

域

住

民

等

各

界

の

代

表

を

も

っ

て

構

成

す

る

国

民

会

議

に

お

い

て

「

問

題

解

決

と

活

力

あ

る

福

祉

社

会

の

実

現

を

め

ざ

す

」

と

し

た

。

　

あ

い

さ

つ

に

立

っ

た

中

山

は

「

強

調

し

た

い

こ

と

は

、

今

日

の

い

ろ

い

ろ

な

問

題

は

、

国

民

会

議

と

い

っ

た

場

で

取

り

上

げ

な

け

れ

ば

解

決

の

つ

か

な

い

こ

と

が

非

常

に

多

く

な

っ

た

こ

と

で

あ

る

」

と

指

摘

。

出

席

し

た

総

理

大

臣

・

田

中

角

栄

は

国

民

会

議

が

発

足

し

た

意

義

を

高

く

評

価

し

、

期

待

を

述

べ

た

。

　

設

立

総

会

で

は

�

年

度

の

事

業

計

画

を

決

定

。

①

福

祉

政

策

問

題

、

②

社

会

環

境

問

題

、

③

イ

ン

フ

レ

お

よ

び

資

源

問

題

―

―

の

三

つ

に

つ

い

て

専

門

家

に

よ

る

特

別

委

員

会

を

設

置

し

、

調

査

研

究

活

動

を

開

始

す

る

こ

と

に

し

た

。

■

〝

民

間

国

会

〟

的

方

法

　

国

民

会

議

は

各

界

、

各

層

を

巻

き

込

ん

で

の

運

動

で

あ

り

、

そ

れ

を

効

果

的

に

発

揮

す

る

に

は

合

意

形

成

が

重

要

だ

っ

た

。

そ

の

た

め

当

初

か

ら

、

〝

民

間

国

会

〟

的

方

法

と

も

言

う

べ

き

各

界

代

表

に

よ

る

委

員

会

を

テ

ー

マ

別

に

構

成

し

、

議

論

を

尽

く

し

た

。

�

世

紀

に

な

り

、

民

間

人

を

加

え

た

経

済

財

政

諮

問

会

議

や

国

民

会

議

の

よ

う

な

政

府

機

構

の

活

動

が

あ

る

が

、

そ

の

先

行

モ

デ

ル

で

あ

っ

た

と

も

言

え

よ

う

。

　

国

民

会

議

で

は

委

員

会

方

式

で

会

議

を

積

み

重

ね

相

次

い

で

提

言

を

発

出

。

全

国

各

地

で

フ

ォ

ー

ラ

ム

や

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

を

開

い

て

国

民

を

巻

き

込

ん

だ

公

開

討

論

を

展

開

し

、

提

言

内

容

の

周

知

や

普

及

活

動

を

積

極

的

に

行

っ

た

。

　

国

民

会

議

は

設

立

３

年

後

の

�

年

�

月

�

日

、

社

団

法

人

の

認

可

を

得

た

。

そ

れ

に

先

立

つ

同

年

�

月

の

年

次

総

会

で

「

社

会

経

済

国

民

会

議

五

原

則

」

を

制

定

し

た

。

こ

の

五

原

則

を

設

け

る

こ

と

自

体

に

国

民

的

な

合

意

形

成

を

模

索

す

る

国

民

会

議

の

面

目

が

如

実

に

現

れ

て

い

る

。

①

参

加

と

合

意

の

原

則

②

効

率

と

公

正

の

原

則

③

自

由

と

連

帯

の

原

則

④

権

利

と

責

任

の

原

則

⑤

生

活

の

質

向

上

の

原

則

（

文

中

・

敬

称

略

）

【

参

考

文

献

】

『

生

産

性

運

動

�

年

史

』

（

社

会

経

済

生

産

性

本

部

、

２

０

０

５

年

）


